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労災保険に関するお知らせ 

 法改正により令和６年１１月１日から企業等から業務委託をされている方々

に対して，労災保険の「特別加入」ができるようになりました。 

特別加入することで，仕事中や通勤中のケガ，病気，障害または死亡等に対

して補償を受けることが可能となります。 

保険料は各位のご負担とはなりますが，安心して業務を行うために有用な制

度ですので，この機会にぜひご検討下さい。 

なお，特別加入を希望する場合は，添付した特定フリーランス事業の特別加

入団体に申し込むことになります（加入手続は特別加入団体が行います）。 

厚生労働省作成のリーフレットも併せて添付しましたので，ご参照下さい。 
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